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研究成果の概要（和文）：本研究では，過去のコンテンツ資産の利用推進に伴い生じる権利問題について，外国
の制度状況も調査しながら，現行制度の改善や新たな提案を行うための総合的研究を行うことを目的に実施し
た。具体的な論点として，過去のコンテンツ資産の利用について，(1)その権利関係をめぐる現状の整理，(2)諸
外国の法制度の状況，(3)利用推進に向けた権利処理の円滑化方策について，関係者への聞取り等の実態調査や
諸外国の制度状況を調査し，課題解決に向けた立法論・解釈論を展開した。研究に基づく具体的な提案として，
拡大集中許諾制度の導入を主張している。

研究成果の概要（英文）：In this research, three issues, regarding the use of past content assets, 
were discussed by means of inquiring survey and investigation of foreign legal system. First, this 
research dealt with the current situation concerning its relations of right. Second, situation of 
legal systems in other countries was considered. Third, the research examined possible legal means 
for smooth and efficient rights clearance system. As a result of the survey and comparative law 
research, it developed both of legislative theory and interpretation theory to solve the problems. 
As a specific proposal research, it makes a suggestion of introduction of extended collective 
licencing system.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(１)学術研究の社会的背景 
世界各国の図書館等の公的機関が，過去の

コンテンツ資産である所蔵品をデジタルア
ーカイヴ化する事業を推進していたが，その
過程において，著作権等の権利処理に関しコ
スト面での課題を抱える結果となることが
問題となっていた。例えば，国立国会図書館
が，明治期刊行図書のデジタルアーカイヴを
構築する過程で，その一部である 106,099 タ
イトルの著作権及び連絡先調査のために，約
2 億 6 千万の経費と約 28 カ月を要し，その
上，約 7 割の著作権者の所在が所在不明とい
う結果であったといわれる。著作権法には著
作権者不明等の場合の裁定制度（67 条等参
照）があり，文化庁長官の裁定を得れば，権
利者が不明でも利用は可能だが，予め著作権
調査・連絡先調査等を行うとともに，供託所
に補償金を納める必要があり，先の例では，
約360万円を国立国会図書館は供託していた。
こうした中，現行の裁定制度は，過去のコン
テンツ資産の大規模な活用にとって必ずし
も有効な方策ではないとする見方もあり，政
府の知的財産戦略本部『知的財産推進計画
2013』でも，裁定制度の見直しに向けた動き
が存在していた。本研究は，過去のコンテン
ツ資産の利用が進む中で，著作権法が前提と
してきた環境が変化しつつあり，政府レベル
でも各種の検討が行われているという社会
的背景の中に位置付けられるものであった。 
(２)関連する国内外の研究動向： 
過去のコンテンツ資産の権利処理の円滑

化に関連する研究については，各種の研究動
向がある。国外の代表的な当時の文献として
は，米国著作権局による Legal Issues in 
Mass Digitization: A Preliminary Analysis 
and Discussion Document (2011)があり，大
量デジタル化の問題の法的論点を洗い出し
ていた。英国では，カーディフ大学のハーグ
リーヴス教授による Digital Opportunity: A 
Review of Intellectual Property and 
Growth (2011)が公表され，同国における孤
児著作物に関する強制許諾制度，及び拡大集
中許諾制度の採用，そして同報告書のデジタ
ル著作権取引所というアイデアから，コンテ
ンツの利用許諾を媒介するマーケットとし
ての著作権ハブの着手に結実した。欧州では，
2012 年 10 月に孤児著作物指令(Orphan 
Works Directive)が採択され，欧州域内で共
通のルールが設けられたが，それ以外にも，
コンテンツ資産の権利処理の円滑化との関
係では，著作権保護期間内の絶版資料のデジ
タル化と利用について，欧州の図書館団体・
出版社団体等が合意した Memorandum of 
Understanding (MoU) on Key Principles on 
the Digitisation and Making Available of 
Out-of-Commerce Works(2011)の動向が注
目されていた。その他，コンテンツ資産の大
量の権利処理に関する各種の法的課題を横
断的に検討した文献としてMaurizio Borghi, 

Stavroula Karapapa, COPYRIGHT AND 
MASS DIGITIZATION: A 
CROSS-JURISDICTIONAL 
PERSPECTIVE(Oxford, 2013)等があった。
国内の文献としては，本研究代表者も参加し
た情報通信総合研究所編『諸外国における著
作物等の利用円滑化方策に関する調査研究
報告書』（2013 年）があり，2013 年 3 月時
点の権利者不明等の著作物をめぐる諸外国
の状況が紹介されていた。 
 上記報告書や研究書には，日本の法制度を
検討する上で比較対象とすべき研究成果が
散在しており，それらを比較法的な調査対象
として集約することは急務であったが，加え
て，世界的にみても現在進行形の問題であり，
継続して新たな資料収集を行うことも求め
られていた。また，今回の課題は，これらの
外国の状況等を検討材料として，我が国の制
度の在り方を提案するものとして位置付け
られるものであった。 
 (３)先行研究からの着想： 
研究代表者は，2009 年-2010 年の科研費に

よる研究(研究代表者・若手研究 B「権利者等
不明著作物の利用の在り方に関する総合的
考察」)を通して，デジタル化・ネットワーク
化により，過去のコンテンツ資産が，権利者
が不明である等の理由で円滑に著作物が利
用できない状況があるという問題について
諸外国の制度について考察してきたが，その
過程で，権利者不明等の場合には，①過去の
コンテンツの大量デジタル化の場合（国会図
書館によるデジタルアーカイヴ事業等）と，
②個別のコンテンツのデジタル化の場合（出
版社が書籍の復刻版を発刊する場合等）とで
は，目的の公益性という部分において，問題
状況が大きく異なっていることに気付いた。
また，2011 年から 2013 年までの研究（研究
代表者・基盤研究 C「電子書籍の普及に向け
た著作権法上の法的課題の検討」）を通して，
出版物の権利やその集中管理の状況をめぐ
っては，諸外国の法制度やその運用状況との
相違が数多く存在することに気がついた。ま
た，研究分担者として携わった事業（基盤研
究 A「コンテンツの創作・流通・利用主体の
利害と著作権法の役割」（研究代表・中山信
弘））では，英国の近時の著作権法制度改革
について調査を行い，2013 年の企業規制改
革法において，権利者不明著作物について強
制許諾制度と拡大集中許諾制度が並列的に
採用されるとともに，著作権ハブという小規
模な利用許諾にも対応可能なライセンス市
場を構築しつつある状況を明らかにし，論文
に整理するとともに，文化庁委託事業である
情報通信総合研究所編『諸外国における著作
物等の利用円滑化方策に関する調査研究報
告書』（2013 年）に整理した（分担執筆）。
また，英国の拡大集中許諾制度の導入につい
ては，所管大臣に規則の制定権限を授権する
にすぎないもので，詳細は今後決定されるこ
とから，今後の動向を追う重要性を認識した。



なぜ英国の検討が重要かというと，日本の裁
定制度と同様の強制許諾制度を新たに採用
しつつ，我が国にはない北欧型の拡大集中許
諾を採用したという点で，将来の日本の法制
度の在り方を考える上で参考になる部分が
大きいと考えたためである。以上のような研
究代表者の先行研究の成果から生じた疑問
も，本研究の動機の一部となった。 
 
２．研究の目的 
上記のような研究開始当初の状況を背景

として，デジタル化・ネットワーク化に伴っ
て，世界各国の図書館等の公的機関により，
過去のコンテンツ資産をデジタルアーカイ
ヴ化する等の事業が進められていた。しかし，
作品の著作権者等から事前の許諾を得る作
業には膨大なコストが必要であるため，文化
事業を推進する場合の障害となっていた。本
研究では過去のコンテンツ資産の利用推進
に伴い生じる権利問題について，外国の制度
状況も調査しながら，現行制度の改善や新た
な提案を行うための総合的研究を行うこと
を目的とした。具体的には，過去のコンテン
ツ資産の利用について，(1)その権利関係を
めぐる現状の整理，(2)諸外国の法制度の状
況，(3)利用推進に向けた権利処理の円滑化
方策について，関係者への聞取り等の実態調
査や諸外国の制度状況を調査し，課題解決に
向けた立法論・解釈論を展開することを目的
として位置づけた。 

 
３．研究の方法 
 本研究の具体的な内容は，３つの内容から
構成することとした。まず，研究の背景を整
理する調査研究として， (1)過去のコンテン
ツ資産の利用に際して生じる権利関係をめ
ぐる現状を整理し，大量デジタル化の際の権
利処理に際して顕在化している問題点を指
摘し，次年度以降の研究調査の方向性をより
明らかにする。次に，(2) (1)の資料収集を
前提として，諸外国の法制度の状況について，
我が国の制度との関係を配慮しながら整理
する。最後に，(3)著作物の種類や実務の慣
行に配慮しながら，過去のコンテンツの利用
円滑化方策として最適なモデルを提案し，あ
わせて課題解決に向けた立法論・解釈論を展
開する。 
調査研究の具体的な方法は，オーソドック

スに，国内外の文献調査や有識者へのヒアリ
ングに基づく比較法的考察（主に英国）を含
む調査研究を中心とするが，デジタル化プロ
ジェクトに関わる関係者からの聞き取りに
よる調査も取り入れることとした。 
 
４．研究成果 
(1) 研究の主な成果（各年度，研究全体） 
①平成 26 年度 
過去のコンテンツ資産の利用に際して生

じる権利関係に関する最新の文献や情報と
従前収集した資料を分析し，その成果を公表

するこことした。そのために，以下の計画・
方法により研究を実施した。 
（a）資料収集・分析： 資料収集を継続しつ
つ，過去のコンテンツ資産の利用に際して生
じる権利関係をめぐる現状を整理しつつ，大
量デジタル化プロジェクト等の出現により
顕在化した問題点を指摘して，次年度以降の
研究調査の方向性をより明らかにした。 
（b）海外調査：最新の外国の情報入手のた
め海外調査を行った。米国については，資料
に基づいてこれを行い，英国については現地
で資料収集を行った。 
（c）中間報告：論文の執筆や研究会等での
報告を通して，政策立案や学究活動の議論の
糧となるよう努めた。具体的には，研究会や
学会での報告を行うとともに，専門誌に論点
をまとめて，現段階の私見を交えた論文を公
表した。 
 公表論文のひとつでは，大量デジタル化の
際の権利処理に際して顕在化している問題
点のひとつとして，孤児著作物問題（著作権
者の身元または所在の確認が困難または不
可能な状態にある著作権で保護されている
作品）を取り上げて，分析を行った。 
 
②平成 27 年度 
初年度の文献資料の分析や海外調査によ

り収集した研究成果を踏まえて，諸外国の法
制度の状況について調査するとともに，我が
国の制度との関係を配慮しながら検討し，立
法論的な示唆を提供するとともに，著作物の
種類や実務の慣行に配慮しながら，過去のコ
ンテンツの利用円滑化方策として最適なモ
デルを提案し，あわせて課題解決に向けた立
法論・解釈論を展開することが主たる作業と
位置づけた。 
以下の計画・方法により，研究を実施した。 

(a）資料収集・分析：初年度に収集した資料
の分析の他，引き続き，追加的な資料収集と
それらの分析を行った。 
（b）海外調査：海外調査では，研究分担者
が，本研究に関連する課題も扱う 2日間の国
際コンファレンス（ロンドンで開催）に参加
して，幅広く関連情報を収集した。また，海
外の研究協力者が来日することがあったの
で，その機会を生かして，論点に関する意見
交換を行った。 
（c）中間報告：総合研究のうち，権利者不
明著作物の問題と教育の情報化に伴う著作
物の権利処理の円滑化と利用促進に関して，
分担執筆の書籍論文のなかで公表を行った。
また，研究成果を報告する機会として，学会
において報告を行った。 
 
③平成 28 年度 
最終年度は，これまでの考証を踏まえて，

最終的な成果をまとめて学会等の報告や論
文の作成を主として行った。 
(a)資料収集・分析：最終的な成果である論
文等や報告において必要となる追加的な資



料収集とそれらの分析を行った。 
（b）海外調査：海外調査では，過年度の調
査を通して共同研究を行った研究者との間
で関連する課題についての意見交換を行っ
た。とりわけ，英国の状況については，拡大
集中許諾制度を導入したこともあり，有識者
から最近の事情に関する情報を得た。 
（c）最終報告：最終のまとめとして，論文
の執筆や学会での報告を通して研究成果を
公表した。具体的には，日本知財学会の学術
研究発表会において「教育の過程における著
作物利用に適用可能な権利制限規定に関す
る法解釈とその限界」と題する報告を行うな
どした。 
 研究期間全体を通じて，過去のコンテンツ
資産の利用について，(1)その権利関係をめ
ぐる現状の整理，(2)諸外国の法制度の状況
（イギリスを中心に），(3)利用推進に向けた
権利処理の円滑化方策について，関係者への
聞取り等の実態調査や諸外国の制度状況を
調査し，課題解決に向けた法制度のあり方に
ついて議論を展開した。 
 
④研究全体の成果 
本研究の目的としては，過去のコンテンツ

資産の利用について，(1)その権利関係をめ
ぐる現状の整理，(2)諸外国の法制度の状況，
(3)利用推進に向けた権利処理の円滑化方策
について，課題解決に向けた議論を展開する
ことを目的として位置づけた。最終的な提案
としては，今村哲也「第 7章 「拡大集中許
諾制度導入論の是非」」（中山信弘・金子敏哉
編『しなやかな著作権制度に向けて―コンテ
ンツと著作権法の役割―』」（2017 年，弘文堂）
所収）において，拡大集中許諾制度導入論の
是非の問題として，課題解決に向けた議論を
展開した。 
 同論文は，近時注目を浴びている拡大集中
許諾制度（ECL）について論じたものである。
まず，現代の著作物の利用許諾をめぐる新た
な問題状況について整理し，拡大集中許諾制
度が注目を集めているに至った背景事情と
同制度の基本的内容について説明した。また，
ECL は伝統的に北欧諸国で採用されてきたが，
近時，イギリスにおいて同制度が新たに導入
されたので，その動向についても触れた。更
に，ECL を導入することの意義について論じ
たうえで，ECL 契約の拡張効果の法的根拠，
同制度がワンサイズ・フィッツ・オールの解
決策ではないことなど，同制度の導入をめぐ
る幾つかの主要な問題点について，批判的な
検討を行った。以上の考察を前提として，同
制度を導入することの是非について，それを
是とする結論を述べつつ，その理由について
述べた。 
  
(2)得られた成果の位置づけ 
最近になって，本研究代表者も参加した

『平成28年度文化庁委託事業 拡大集中許諾
制度に関する調査研究報告書』(2017 年 3月,

一般財団法人ソフトウェア情報センター)が
公表されたところ，日本国内でも，コンテン
ツ資産の利活用に関して，拡大集中許諾制度
の導入の是非をめぐる議論が本格的になさ
れると考えられる。本研究の成果は，そうし
た議論に一定の示唆を与えるのではないか
と考えられる。 
 
(3) 本研究の今後の展望 
本研究課題を通して，過去のコンテンツ資

産の利用推進に伴い生じる権利問題につい
て，外国の制度状況も調査し，論文や学会発
表を通して，現行制度の改善や新たな提案を
行ってきた。過去のコンテンツ利用は，公益
性と営利性，大量処理と個別処理の軸で分類
すると，(a)公益性が高く大量処理が必要な
ものと，(b)営利性が高く大量処理が必要な
もの，(c)営利性が高く個別処理がなされる
もの，(d)公益性が高く個別処理がなされる
もの，に大別でき，(a)は個別の権利制限規
定の拡充，(b)は集中管理での権利処理，(c)
は通常の許諾処理が志向されると考えたが，
教育の場面での利用がその典型の１つとな
る(d)の類型については，実際には様々な制
度設計が可能であり，慎重な分析が必要であ
るとの着想を得た。特に，本研究課題におけ
る成果の一つである論文『著作権法 35 条の
著作権制限規定の現代的課題』では，これま
では著作権法 35 条の恩恵で，教育機関は，
集中管理団体と特にライセンスを結ぶ必要
がなかったという状況があったが，ICT 活用
によりその状況は変容するとの着想を得た。
加えて，「拡大集中許諾制度」の研究により，
(d)の類型に関して新たなライセンス枠組み
を検討するべきではないかとの着想も得た。
他方，研究分担者として携わった事業（基盤
研究 A「コンテンツの創作・流通・利用主体
の利害と著作権法の役割」（研究代表・中山
信弘））の研究では，著作物を利用するプレ
ーヤーが多様化した今日，「①専門家ユーザ
ー／エンド・ユーザーの規範領域の区別」を
考慮するべきであり，その場合，法律だけで
すべてが解決するのは困難であり，「②法
律・契約・技術・モラル」といった各種の社
会規範等を適宜使い分ける必要があり，法制
度においても「③制度論のメニュー」を制度
がより複雑になってコストが増加しない範
囲で，豊富に用意しておくことが妥当である
と結論づけたが，このことを特に教育の場面
に応用して検討するという研究の着想を得
た。また，同研究では「教育機関における著
作物の複製等に関する著作権処理の現状と
課題」と題するシンポジウムを２回実施，関
係者との人的ネットワークが構築できた。 
そこで，本研究も含めた研究代表者の参加

した先行研究課題を基礎として，その成果か
ら生じた疑問を基礎に，教育過程のコンテン
ツ利用円滑化に関連する具体的論点を整理
検討し，これまでの研究成果を発展させるこ
とを目的に，基盤研究（C）「ICT 活用教育に



おけるコンテンツ利用をめぐる法的課題に
関する総合的研究」を申請したところ，これ
が採択されたので，同課題についてさらなる
研究を進めることになった。 
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